
令和４年第３回 三種町選挙管理委員会会議録 

 

１ 開催日時  令和４年５月９日（月）午前９時００分 

２ 開催場所  三種町役場 第１会議室 

３ 出席委員  嶋田 仁、田村 明、大沢 耕 

４ 欠 席 者  加賀谷 得子 

５ 事 務 局  書記長 石井 靖紀 

        書 記 石井 忍、田村 慎一、三浦 徹人 

６ 付議された案件は、次のとおりである。 

  議案第２５号 選挙人名簿に登録することについて（選挙時） 

  議案第２６号 選挙人名簿から抹消することについて（選挙時） 

  報告第 ５号 登録の移替えをした者について（選挙時） 

  報告第 ６号 選挙権を有する者の５０分の１の数について 

  報告第 ７号 選挙権を有する者の３分の１の数について 

  報告第 ８号 選挙運動費用の支出制限額について 

  議案第２７号 投票管理者及びその職務代理者の選任について 

  議案第２８号 投票立会人の選任について 

  議案第２９号 委員長専決事件の指定について 

  議案第３０号 三種町議会議員及び三種町長の選挙における得票数が同数

であるときの当選人の決定に関する規程の制定について 

午前９時００分開会 

 

石井書記長  ただいまから、令和４年第３回三種町選挙管理委員会を開会致 

します。 

開会にあたりまして委員長からご挨拶をいただき、引き続き進 

行方よろしくお願い致します。 

嶋田委員長  おはようございます。いよいよ明日が、町長選挙・町議会議員

一般選挙の告示日ということで、俄に忙しくなってきそうな感じ

もしますけれども、よろしくお願い致します。 

       相変わらず、新型コロナウイルス感染症がなかなか収まらない

状況が続いています。ＧＷ明けということもありますので、皆さ

ん健康に十分気を付けて、頑張ってもらいたいと思います。 

       本日は、町長選挙・町議会議員一般選挙関連の議案が予定され

ていますので、よろしくお願いします。 

 



早速ですけれども、会議録署名委員の指名ということで、本日

は田村委員と大澤委員にお願い致します。 

       それでは、議案第２５号「選挙人名簿に登録することについて 

（選挙時）」、事務局から説明をお願いします。 

田村書記   はい。議案第２５号は、令和４年５月１５日執行の三種町長選

挙及び三種町議会議員一般選挙の選挙時登録において、選挙人名

簿に新たに登録する者について、お諮りするものです。 

１の新有権者ですが、５月１５日までに満１８歳に達する者と

なります。具体的には、生年月日が平成１６年３月３日から５月

１６日までの方が対象となります。男１６人、女６人、計２２人

となっております。 

２の転入登録ですが、令和４年２月９日以前に町に転入し、引

き続き居住している方が対象です。転入日が令和３年１１月２日

から令和４年２月９日までの方々で、男１４人、女１４人、計２

８人となっております。 

よって、今回の登録者総数は、男３０人、女２０人、合計５０

人となります。 

登録者の具体的な情報については、別紙名簿をご覧ください。

説明は以上です。 

嶋田委員長  前回の定時登録以降の登録者となります。名簿をご覧いただい

て、何かご意見、ご質問等ございましたらお願い致します。 

      （各委員、暫時資料確認） 

嶋田委員長  何かご質問等ございませんか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  特に無いようですので、この名簿のとおり決定致します。 

 次に議案第２６号「選挙人名簿から抹消することについて（選 

挙時）」、説明をお願いします。 

田村書記   はい。議案第２６号は、今回の選挙時登録における選挙人名簿

から抹消する者についてお諮りするものです。 

１の死亡抹消者は、令和４年３月１日から令和４年５月８日ま

での死亡届が対象で、男３３人、女３３人、計６６人となってお

ります。 

２の転出抹消者は、令和４年１月８日以前に三種町から転出し

４カ月経過した方で、転出日が令和３年１１月１日から令和４年

１月８日までの方々となります。人数は、男２０人、女２０人、



計４０人。よって、抹消者総数は、男５３人、女５３人、合計１

０６人となります。 

抹消者の具体的な内容は、別紙の名簿のとおりです。説明は以

上です。 

嶋田委員長  はい。それでは名簿のご確認をお願いします。 

      （各委員、暫時資料確認） 

嶋田委員長  何かご質問等ありませんか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  特に無いようですので、議案第２６号は原案通り決定致します。 

次に、報告第５号「登録の移替えをした者について」、説明 

をお願いします。 

田村書記   はい。報告第５号は、今回の選挙時登録における登録の移替え

をした者を報告するものです。 

３月定時登録からの町内転居、具体的には３月２日から４月１

４日までの町内転居により、投票区の移替えをした方が対象とな

っています。人数は、男７人、女９人、合計１６人となります。

投票所入場券の作成準備のため、４月１５日から登録の移替えの

延期をしておりますので、４月１４日までの転居者が今回の移替

えの対象となっています。 

対象者については、別紙名簿をご確認ください。説明は以上で

す。 

嶋田委員長  はい。ありがとうございました。それでは、名簿を確認の上、 

何かございましたらご質問等お願いします。 

      （各委員、暫時資料確認） 

嶋田委員長  よろしいでしょうか 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  では報告第５号については以上とします。 

続きまして、報告第６号、第７号について、関連性があり 

ますので、一括して上程します。説明をお願いします。 

田村書記   はい。報告第６号は、条例の改廃請求等に関連する、選挙権を

有する者の総数の５０分の１の数について報告するものです。 

       前の頁の選挙人名簿登録者数増減表にありますとおり、今回の

名簿登録者数は、１３，８２５人です。したがって、これを５０

で除した数は、小数点を切り上げて２７７となります。 

報告第７号は、議会の解散請求等に関連する、選挙権を有する



者の総数の３分の１の数を報告するものです。 

先ほどご説明したとおり選挙人名簿登録者数は１３，８２５人

ですので、これを３で除して、小数点を切り上げると４，６０９

となります。 

       説明は以上です。 

嶋田委員長  はい。ただいま説明があったとおり、５０分の１、３分の１、

それぞれこのような数となりますが、よろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは報告第６号、第７号は以上とします。 

続きまして、報告第８号「選挙運動費用の支出制限額について」、

説明をお願いします。 

田村書記   はい。報告第８号ですが、今回の選挙における選挙運動費用の

支出制限額について報告するものです。 

       町長選挙については、名簿登録者数１３，８２５人に１１０円

を乗じて得た額が人数割額で、これに固定額１，３００，０００

円を加えた２，８２０，８００円が支出制限額となります。 

       町議会議員一般選挙については、名簿登録者数１３，８２５人

を議員定数の１５人で除した数に１，１２０円を乗じて得た額が

人数割額で、これに固定額９００，０００円を加えた１，９３２，

３００円が支出制限額となります。 

       なお、１００円未満の端数については、切上げとなります。説

明は以上です。 

嶋田委員長  ただいまの説明について、何かご意見、ご質問等ありませんか。 

       （「無し。」の声有り。） 

嶋田委員長  無いようですので、報告第８号は以上とします。 

       続きまして議案第２７号「投票管理者及びその職務代理者の選 

任について」、事務局から説明をお願いします。 

田村書記   議案第２７号は、令和４年５月１５日執行の三種町長選挙及び

三種町議会議員一般選挙における各投票区の投票管理者及びその

職務を代理すべき者を選任することについて、お諮りするもので

す。 

       具体的には別紙のとおりで、投票管理者は一般の方から、職務

代理者が職員から選んでおります。投票管理者については、一部

変更がありますが、前回の衆議院総選挙とおおむね同じ人選とな

っています。 



       説明は以上です。 

嶋田委員長  はい。それでは、名簿等ご確認の上、ご質問等ありましたらお 

願いします。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  特に無いようですので、原案通り決定してよろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは、議案第２７号「投票管理者及びその職務代理者の選

任について」は原案通り決定致します。 

       続きまして、議案第２８号「投票立会人の選任について」、説明 

をお願いします。 

田村書記   はい。議案第２８号は、令和４年５月１５日執行の三種町長選

挙及び三種町議会議員一般選挙における各投票区の投票立会人を

選任する者について、お諮りするものです。 

       こちらについても、前回衆議院総選挙の人選を基に、一般の方

を中心に選んでおりますが、農繁期ということもあり、初めての

方も数名おります。 

説明については以上です。 

嶋田委員長  はい。それでは名簿等ご確認の上、お気づきの点などありまし 

たらお願いします。 

       何かご質問ありませんか。 

       （「ありません。」の声有り。） 

       特に無いようですので、議案第２８号を原案どおり決定してよ 

      ろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご異議無いようですので、議案第２８号を原案どおり決定と致 

します。 

続きまして、議案第２９号「委員長専決事件の指定について」。

事務局より説明をお願い致します。 

田村書記   はい。議案第２９号は、委員長の専決事件の指定についてお諮

りするものです。 

       専決事件として指定したい事項は、「令和４年５月１５日執行の

三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙における投票管理者及

びその職務代理者、投票立会人（補充選任を除く。）、期日前投票

管理者及びその職務代理者並びに期日前投票立会人（補充選任を

除く。）の選任の変更」、となっております。 



 

 

 本委員会以降、諸事情により投票管理者等の選任を変更する状

況となった場合に、選挙管理委員会を新たに開催し、決定する暇

が無いことから、委員長の専決事項とさせていただきたいという

ものです。 

       説明は以上です。 

嶋田委員長  はい。投票管理者等の変更を行う際に、選挙管理委員会を開催

する暇が無いため、委員長専決事項として処理したいということ

です。これでよろしいでしょうか。 

（「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは本案は原案どおり決定と致します。 

       続いて、議案第３０号「三種町議会議員及び三種町長の選挙に

おける得票数が同数であるときの当選人の決定に関する規程の制

定について」、説明をお願いします。 

田村書記   はい。当選人を定めるに当たり得票数が同数である場合は、選

挙会において選挙長がくじで決める旨、公職選挙法第９５条第２

項により定められております。このくじの公正性を確保するため、

くじの方法等をあらかじめ規程として定めることについてお諮り

するのが、この議案第３０号でございます。 

       規程の主な制定内容ですが、くじを引く者、予備抽選の方法、

本抽選の方法、この３点となっています。くじを引く者は、候補

者本人又は代理人を基本とし、それらの者が引くことが困難な場

合は選挙長が替わりに引くこととしています。 

       予備抽選と本抽選は、１番から１０番まで表示された抽選棒で

行います。予備抽選は、立候補届出順で行い、若い番号を引いた

順に本抽選のくじを引きます。本抽選で若い番号を引いた者が、

当選ということになります。 

       規程の詳しい内容は、別紙のとおりとなっています。説明は以

上です。 

嶋田委員長  くじの方法について、事前に告示しておくということですよね。

それで、公平性を確保すると。 

田村書記   はい。そうです。運用としては、得票数が同数となることが分

かった段階で各陣営に連絡を取り、本人又は代理人に来てもらう

ということになると考えております。 



嶋田委員長  この内容で制定してよろしいでしょうか。 

（「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは議案第３０号は原案どおり決定と致します。 

本日の議案審議は以上です。その他として事務局からお願いし

ます。 

田村書記   はい。それでは今後の日程について確認させていただきます。 

      （資料に基づき説明） 

石井書記   私の方から、明日の立候補届出の流れを説明いたします。 

      （５月１０日の立候補届出の流れについて説明） 

石井書記   それともう１点、新型コロナウイルス感染症対策関係です。投

票管理者、投票立会人ですけれども、誰がいつどこで感染するか

分からない状況ですので、同居家族に感染者又は濃厚接触者がい

る場合は従事しないという方針で行きたいと考えております。そ

ういった場合は、先ほど専決事件に指定していただいたとおり、

委員長専決で対応します。できれば一般の方から選任したいので

すが、探す暇が無い場合は、役場職員から選任するなど、柔軟に

対応したいと考えております。 

田村委員   コロナ対策で、選挙運動用自動車の台数制限を設けているとこ

ろもあるようですが。 

石井書記   今回の選挙では、特段そのような制限は設けていないです。 

嶋田委員長  委員の皆さんから、他に何かございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  よろしいですか。それでは、これで本日の委員会を終了致しま

す。お疲れ様でした。 

 

午前１０時４分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

  

      委 員 長                   
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      署名委員                   

 


